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年
金
の
受
給
権
は
、
一
身
専
属
的
な
権
利

で
あ
る
た
め
年
金
を
受
け
て
い
る
方
が
死
亡

す
る
と
受
給
権
は
消
滅
し
ま
す
。

　
遺
族
の
方
な
ど
が
、
「
年
金
受
給
権
者
死

亡
届
」
を
、
最
寄
り
の
年
金
事
務
所
に
す
み

や
か
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
（
関
市
に
提

出
す
る
戸
籍
の
死
亡
届
と
は
別
に
厚
生
労
働

大
臣
あ
て
に
提
出
が
必
要
な
も
の
で
す
。
）

　
こ
の
届
が
遅
れ
、
年
金
を
多
く
受
け
取
り

過
ぎ
た
場
合
、
後
で
年
金
を
返
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

死
亡
し
た
方
が
受
け
取
れ
る
は
ず
で

あ
っ
た
年
金
が
残
っ
て
い
る
と
き

　
死
亡
し
た
方
に
支
払
わ
れ
る
は
ず
で
あ
っ

た
年
金
が
残
っ
て
い
る
と
き
は
、
死
亡
し
た

方
と
死
亡
の
当
時
、
生
計
を
同
じ
く
す
る
直

系
血
族
及
び
兄
弟
姉
妹
は
、
こ
れ
を
請
求
し

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
れ
を
「
未

支
給
年
金
」
と
い
い
、
年
金
は
死
亡
し
た
月

の
分
ま
で
支
払
わ
れ
ま
す
。

　
未
支
給
年
金
は
受
け
ら
れ
る
権
利
が
あ
っ

て
も
、
請
求
者
本
人
か
ら
の
請
求
が
な
い
と

支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　
請
求
権
の
時
効
は
5
年
で
時
効
の
中
断
は

あ
り
ま
せ
ん
。

死
亡
し
た
方
に
残
さ
れ
た
妻
や
子
が
い

る
と
き

　
死
亡
し
た
方
に
残
さ
れ
た
妻
や
一
八
歳
未

満
の
子
が
い
る
と
き
は
、
遺
族
年
金
を
請
求

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
遺
族
年
金
に
は
、
遺
族
基
礎
年
金
（
国
民

年
金
）
、
遺
族
厚
生
年
金
、
寡
婦
年
金
（
国
民

年
金
）
、
遺
族
共
済
年
金
が
あ
り
、
加
入
し
て

い
る
年
金
制
度
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
受
給

要
件
や
受
給
で
き
る
金
額
が
違
い
ま
す
。

請
求
手
続
き
に
つ
い
て

　
国
民
年
金
の
み
の
場
合
は
市
町
村
で
、
厚

生
年
金
が
あ
る
場
合
は
、
国
民
年
金
分
も
あ

わ
せ
て
年
金
事
務
所
で
、
共
済
年
金
が
あ
る

場
合
は
各
共
済
組
合
で
、
そ
れ
ぞ
れ
手
続
き

を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。　

※
関
市
で
は
国
民
年
金
が
あ
る
場
合
は
、
厚

生
年
金
分
も
合
わ
せ
て
未
支
給
年
金
の
請

求
を
随
時
受
付
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
遺

族
厚
生
年
金
の
請
求
は
、
毎
週
水
曜
日
に

行
っ
て
い
る
年
金
相
談
（
予
約
制
）
で
受

付
で
き
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、

市
役
所
で
受
付
す
る
場
合
、
年
金
額
に
つ

い
て
は
分
か
り
ま
せ
ん
の
で
ご
了
承
く
だ

さ
い
。
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                     年
金
手
続
き
が
必
要
で
す
。。。。。。。。。。。

　
老
齢
基
礎
年
金
は
　
年
の
資
格
期
間
を
満

25

た
し
た
方
が
　
歳
に
な
る
と
支
給
さ
れ
ま
す
。

65

　
老
齢
基
礎
年
金
な
ど
の
公
的
年
金
は
、
支

給
さ
れ
る
条
件
が
そ
ろ
え
ば
自
動
的
に
支
給

さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
人
が
必

要
な
書
類
を
提
出
し
て
「
裁
定
請
求
」
と
い

う
手
続
き
を
行
い
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
て
、

は
じ
め
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

裁
定
請
求
書
の
事
前
送
付

　
平
成
　
年
　
月
か
ら
、
裁
定
請
求
漏
れ
を

17

10

防
ぐ
た
め
に
、　

年
以
上
の
加
入
期
間
が

25

あ
っ
て
老
齢
基
礎
年
金
な
ど
の
受
給
年
齢

（
老
齢
基
礎
年
金
で
は
　
歳
）
を
迎
え
る
方
を

65

対
象
に
し
て
、
受
給
年
齢
に
な
る
3
カ
月
前

に
、
日
本
年
金
機
構
か
ら
、
年
金
加
入
記
録

な
ど
を
あ
ら
か
じ
め
印
字
し
た
「
裁
定
請
求

書
」
な
ど
の
書
類
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　
裁
定
請
求
書
を
受
け
取
っ
た
ら
、
内
容
を

確
認
し
、
誤
り
が
あ
れ
ば
訂
正
し
て
、　

歳
65

の
誕
生
日
以
後
に
、
裁
定
請
求
書
と
必
要
な

添
付
書
類
を
市
役
所
か
年
金
事
務
所
へ
郵
送

ま
た
は
持
参
で
提
出
し
て
、
裁
定
請
求
の
手

続
き
を
し
ま
す
。

　
一
方
、　

年
の
加
入
期
間
が
不
足
し
て
い

25

る
方
に
は
、
裁
定
請
求
書
で
は
な
く
「
年
金

に
関
す
る
お
知
ら
せ
」
と
い
う
注
意
喚
起
の

ハ
ガ
キ
が
日
本
年
金
機
構
か
ら
、
同
じ
く
受

給
年
齢
に
な
る
3
カ
月
前
に
送
ら
れ
ま
す
。

　
し
か
し
、
加
入
期
間
が
　
年
に
満
た
な
い

25

か
ら
と
い
っ
て
、
は
じ
め
か
ら
裁
定
請
求
の

手
続
き
を
あ
き
ら
め
な
い
で
く
だ
さ
い
。

カ
ラ
期
間
に
つ
い
て

　
公
的
年
金
に
は
「
カ
ラ
期
間
」
が
設
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
カ
ラ
期
間
と
は
、
年
金
額
に

は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
が
、　

年
の
資
格
期
間

25

に
は
含
ま
れ
る
期
間
の
こ
と
で
す
。
こ
の
カ

ラ
期
間
と
年
金
の
加
入
期
間
を
合
わ
せ
た
期

間
が
　
年
以
上
あ
れ
ば
、
老
齢
基
礎
年
金
の

25

資
格
期
間
を
満
た
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
主
な
カ
ラ
期
間
は
、
国
民
年
金
に
任
意
加

入
で
き
た
の
に
加
入
し
な
か
っ
た
期
間
な
ど
、

次
の
4
つ
の
期
間
の
う
ち
、
昭
和
　
年
4
月

36

以
後
の
　
歳
以
上
　
歳
未
満
の
期
間
で
す
。

20

60

①
厚
生
年
金
な
ど
の
加
入
者
の
被
扶
養
配
偶

者
で
あ
っ
た
昭
和
　
年
3
月
以
前
の
期
間

61

②
学
生
で
あ
っ
た
平
成
3
年
3
月
以
前
の
期
間

③
海
外
在
住
の
期
間（
任
意
加
入
で
き
な
か
っ

た
昭
和
　
年
3
月
以
前
の
期
間
を
含
む
）

61

④
厚
生
年
金
・
船
員
保
険
か
ら
脱
退
手
当
金

を
受
け
た
昭
和
　
年
3
月
以
前
の
期
間

61

（
昭
和
　
年
4
月
以
後
に
国
民
年
金
の
加

61

入
期
間
が
あ
る
場
合
に
限
る
）

　
ご
自
分
に
こ
れ
ら
の
カ
ラ
期
間
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
方
は
、
年
金
の
受
給
権
に
結
び
つ

く
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、
市
国
保
年
金
課

年
金
係
ま
た
は
年
金
事
務
所
に
相
談
し
て
く

だ
さ
い
。

※
カ
ラ
期
間
は
、
障
害
基
礎
年
金
や
遺
族
基

礎
年
金
の
受
給
に
必
要
な
資
格
期
間
を
判

定
す
る
場
合
に
お
い
て
も
、
同
様
に
計
算

の
対
象
と
な
り
ま
す
。

※
老
齢
基
礎
年
金
の
資
格
期
間
を
満
た
し
て

厚
生
年
金
の
加
入
期
間
が
1
年
以
上
あ
り
、

昭
和
　
年
（
女
性
は
昭
和
　
年
）
4
月
1

36

41

日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
に
つ
い
て
は
、
生

年
月
日
に
応
じ
て
　
～
　
歳
か
ら
　
歳
台

60
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60

前
半
の
老
齢
厚
生
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。
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  年
金
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あ
き
ら
め
な
い
ででででででででででで
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            「
カ
ラ
期
間
」
は
あ
り
ま
せ
ん
かかかかかかかかかかか


